
四日市市告示第４８９号 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号、以下「法」という。）第５１条の２０第１項及び四日市市障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成２４

年四日市市規則第３８号、以下「細則」という。）１８条の規定に基づき、指定

特定相談支援事業者の指定をしたので、法第５１条の３０第２項及び細則第２

０条の規定に基づき、次のとおり告示する。 
 
 
令和３年 ９月２８日 
 

四日市市長  森 智広 
 
 
 

１ 指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地 
  株式会社土屋 
  岡山県井原市井原町１９２番地２久安セントラルビル２階 
 
２ 指定等に係る事業所の名称及び所在地 
  特定相談支援事業所 Nexus 土屋四日市 

三重県四日市市久保田一丁目１番地２７安達ビル１階 
 
３ 指定年月日 
  令和３年１０月１日 
 
４ 事業の主たる対象者 
  特定なし 
 
５ 事業所番号 
  2430201950 
 
 

（健康福祉部 障害福祉課） 
 
 
 


